
政治資金使途制限法案 

【政治資金規正法の改正】 

立法の背景・趣旨 

  政治家の資金管理団体が家族旅行のホテル代等に政治資金を支出したと疑

われる事例がある。 

 → 「個人的支出」を禁止するとともに、調査のための第三者機関の設置に

ついて検討し、措置を講ずる必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政治資金 

１ 政治資金の「個人的支出」の禁止 

 （１）「個人的支出」に当たるものは、政治資金から支出しては

ならないものとする。 

 （２）政治資金適正化委員会は、「個人的支出」についての具体

的なガイドラインを作成するものとする。 

２ 第三者機関の設置 

  「個人的支出」に該当すると疑われる支出について調査するた

めの第三者機関の設置について検討し、必要な措置を講ずるもの

とする。 
 

政治資金適正化委員会（総務省） 

ガイドラインを作成 

第三者機関の設置について検

討し、必要な措置を講ずる。 
個人的支出 

次の（ア）（イ）のいずれにも該当しない支出 

（ア）政治団体の目的に関連する支出 

（イ）政治活動や公職関連活動に関連する支出 
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